
今月のルーシー（絵：小田島さん）

＊いつもと違うな？と感じたら、翌日までにご連絡ください。
ひびき動物病院 ℡045-832-0390
〒235-0045 横浜市磯子区洋光台6-2-17-102

午前9～12時 午後4～7時 受付30分前まで 予約制
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LINEでお写真
大募集中！
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トリミングは暑くなると混雑します。お早めにご予約下さい。
夏場は道路も熱いのでトリミングは朝9時からお預かりできます。
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シャンプーでさっぱり
まめ吉ちゃん
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こんにちは。岡田響です。

先生、コロナのワクチン予約が取れないよ！から、ワクチン打ってき
たよ！っていうのを聞けるようになってきました。残念ながらまだ私た
ちまではまわってきていませんが、もうすぐ打てるようになるのかなぁ
と思っています。注射打ってから何か起こることもあるでしょうけれど、
病気を防ぐために打ちに行くつもりです。でも、何かでてしまったら、
仕事ができないかもしれないので、スタッフのワクチン休養を含めて臨
時休診日を設けようかと思っています。何もなければそれが一番いいで
すけれど、腕が上がらなくなっただけでも動物を落としたり事故を起こ
しかねません。ワクチンの日程がきまらないので予定もできず、まだ不
確定要素ではありますが、一応そんなことを考えております。

オリンピックはどうなることでしょうか？？

無事を祈りつつ、当院でもオンラインとリアルの両方を使って、

小さな競技会？を開催してみようかな？と思いました。

テーマ 「うちの子自慢でみんなで元気になる」

参加条件 ひびき動物病院の患者さん。

当院ホームページ、インスタ、SNS等に露出可能であること。

応募方法 スマホで撮った自慢の写真をラインやメールで送って下さい。

LINEはいつものQRコードより

メールならこちら 📨 info@hibiki-ah.com

アナログで手渡し👍の場合は受付に写真をお持ちください。

応募期間 令和３年８月１５日まで

アワード スタッフ賞ｘ４ （複数名写真でも１枚につき賞品は１つ）

受賞者発表 ８月下旬に院内に掲示

ひびきンピック

１８時まで１８時まで

写真締切

１１9

2319



「○○、食べちゃったんですけど、、、」

犬も猫も鳥も小動物も、おうちにあるものを食べてしまって起こる事故は少な
くありません。むしろ最近少し多いように思います。
どちらかというと若い時期にやりやすい事故？とも言えるので、ペットを飼う
方が増えて若い子が多いの？かもしれないと思います。うれしい反面、飼い始
めたばかりで意識が足りないために起こっていたりということも少なくないの
で、いつでも何度も言わないといけないかな？と度々思います。

特に幼少期や活動的な子は興味津々なのと、本来運動などで発散されるべきエ
ネルギーをお留守番などでため込んでしまい、どこかにエネルギーを放出しよ
うとして一生懸命に遊ぶのですが、間違った方向に向いてしまうとおうちのな
かで何かをいじくりまわしたり壊したりしながら、口にしてほしくないものを
口の中へ入れてしまうのです。なので、そもそもそれを口の中へ入れてはいけ
ない、という認識は持っていないのです。だから、口にしてほしくないものを
置かない、とか開けられないところにしまっておく、留守番の時は居場所を制
限するなど、環境整備と教育をしないと何度でも繰り返してしまいます。ヒト
の子供は口で噛みながら何かを認識している作業もあるそうですが、父母は必
ず見守っていることでしょう。そして、ヒトもペットも食べてはいけないもの
や丸飲みしないでほしいもの（食べ物であっても、食べ物でなくても）を食べ
てしまうことを予測することで事故を防いであげないといけないのです。
家族がそれを認識して「普段から」行動する必要があるのです。

万が一何かくわえている現場を見つけた時には、急に取り上げようとすると取
られまいとおもい焦って飲んでしまうことが多いので、「その時は慌てず」対
処する必要があります。

院長の勉強会仲間の日野市にある犬の幼稚園の園長さん（震災時の動物救護セ
ンターで活躍された方。前号歯みがき記事も提供）のところでも、コロナのせ
いで在宅率があがっているためか？狭い環境に長時間お留守番でおこるトラブ
ルの相談というのは減っているみたいです。でも、自由過ぎても拾い食い率上
昇ありなので、ある程度の広さ制限がおすすめと同じコメントです。

季節を感じるトウモロコシの写真ですが、犬はわからず
このまま芯まで食べてしまい、入院や手術になってしまう
ことがたまにあります。トウモロコシも食卓に置きっぱなしに
しないで食べられないように気を付けてくださいね！

動物愛護法が改正されました。

今回のポイントを簡単にご紹介します。

１．生後５６日以下の子犬・子猫の販売禁止
人で言うと３歳以下くらいの赤ちゃん時期。幼い子は売れやすいかも
しれないのですが、親兄弟との体当たりで学ぶなど、社会化勉強ができ
ないまま引き離されると問題行動の増加を引き起こす要因となりやすい。
（将来の噛みつき・吠えなどの問題行動の抑止）また、免疫機能がまだ
未熟なため環境変化ストレスの増加により感染症のリスクが高くなる
ため（感染症予防）。海外では８週齢規制は一般的に知られている。

２．飼育頭数や繁殖回数の制限
狭いところに複数頭を入れっぱなしできちんと世話をしないなど不良ブ
リーダーを作れないように従業員一人当たりの飼育数の上限などを設定。

３．その他
飼育スペース、ゲージなどの大きさ（縦横高さ、体調、体高別）、
温度計と湿度計の設置、獣医師による年１回以上の健康診断、
帝王切開は獣医が実施、光環境の管理、ケージ床は金網禁止、
６時間毎の（展示されない）休憩時間を作る、などが設定されました。
動物たちの環境が良くなるのはいいことですよね。しかし一方では、
頭数制限やコスト高のため販売されるペットの値段が上昇している
現実もあります。

ちなみに、愛護団体も一般の方も、犬猫の場合、１０頭を超える頭数に
なる場合は（営利でも非営利でも）福祉保健センターに届出が必要に
なります。ご留意ください。

ブリーダーさんのご紹介もできますので、お探しの方はお声がけください。
愛護センターやネコの会を利用して里親探しという方法もありますよ。

かわらばんやメールなど当院からのお知らせが
不要な方はこちらよりお知らせください。
HPトップページの下部からも解除画面に行けます。


